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北
鰐
山
墓
地
へ
の
不
法
投
棄
・

車
両
放
置
は
や
め
ま
し
ょ
う

北
鰐
山
墓
地
は
、
故
人
が
眠
る
安
ら

ぎ
と
追
慕
の
場
で
す
。
ゴ
ミ
を
捨
て
た

り
、
車
両
を
放
置
し
た
り
す
る
こ
と
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
道
路

に
面
し
た
墓
地
移
転
の
跡
地
は
、
墓
参

に
来
ら
れ
た
方
の
駐
車
場
で
、
総
合
体

育
館
臨
時
駐
車
場
区
域
を
除
き
、
一
般

の
方
の
駐
車
は
禁
止
し
て
い
ま
す
。
ル

ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
　
環
境
対
策
課
（
内
線
５０８
･
５０７
）

今
月
は
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
月
で
す

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
で
全
部
支
給

者
お
よ
び
一
部
支
給
者
に
つ
い
て
、
１２

月
か
ら
３
月
ま
で
の
４
か
月
分
を
４
月

１１
日
b
に
指
定
の
銀
行
口
座
へ
振
り
込

み
し
ま
す
。

問
　
子
ど
も
家
庭
課
（
内
線
４２４
･
５０２
）

・
各
総
合
支
所

4
月
1
日
か
ら
個
人
情
報
保

護
法
が
全
面
施
行
さ
れ
ま
す

¡
だ
れ
も
が
安
心
し
て
Ｉ
Ｔ
社
会
の
便

益
を
享
受
す
る
た
め
の
制
度
的
基
盤
と

し
て
、
１５
年
５
月
に
成
立
、
公
布
さ
れ

た
個
人
情
報
保
護
法
が
１７
年
４
月
１
日

か
ら
全
面
施
行
さ
れ
ま
す
。

¡
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
情

報
の
利
用
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

範
囲
内
で
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
本
人
の
同
意
を
得
ず
に

個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
す
る
こ

と
は
原
則
禁
止
さ
れ
る
ほ
か
、
安
全
管

理
措
置
、
従
業
者
や
委
託
先
の
監
督
な

ど
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す

る
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

¡
自
分
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
事

業
者
に
開
示
な
ど
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
や
疑
問
は
、
そ
の
事
業
者
に

申
し
出
る
ほ
か
、
認
定
個
人
情
報
保
護

団
体
や
地
方
公
共
団
体
、
国
民
生
活
セ

ン
タ
ー
の
苦
情
相
談
窓
口
な
ど
で
ご
相

談
い
た
だ
け
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
内
閣
府
国
民
生
活
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
5.cao.go.jp/seikatsu/koj

in/index.htm
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を
ご
覧
下
さ
い
。

問
　
行
政
管
理
課
（
内
線
５７４
）

公
金
納
付

指
定
金
融
機
関
な
ど

市
税
や
保
育
所
保
育
料
な
ど
の
公
金

納
付
は
、
次
の
金
融
機
関
の
本
・
支
店

で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

指
定
金
融
機
関

1
七
十
七
銀
行

収
納
代
理
金
融
機
関

1
仙
台
銀
行
、
石
巻
信
用
金
庫
、
石
巻

商
工
信
用
組
合
、
1
北
日
本
銀
行
、
1

東
北
銀
行
、
1
岩
手
銀
行
、
東
北
労
働

金
庫
、
宮
城
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連

合
会
石
巻
支
所
、
い
し
の
ま
き
農
業
協

同
組
合
、
石
巻
市
東
部
漁
業
協
同
組

合
、
雄
勝
町
東
部
漁
業
協
同
組
合
、
牡

鹿
漁
業
協
同
組
合
（
口
座
振
替
の
み
）、

日
本
郵
政
公
社
（
口
座
振
替
の
み
）

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て

市
税
や
保
育
料
な
ど
の
公
金
は
、
金

融
機
関
を
通
じ
た
口
座
振
替
（
口
座
引

問 問

問

危険ブロック塀等除却事業
地震発生時のブロック塀などの倒壊による事故を未然

に防止するため、危険度の高いブロック塀などを除却し
て安全を確保する場合に、除却費用について一定額を助
成します。
また、ブロック塀などの除却跡地にブロック塀および

コンクリート造など以外の軽量の塀など（生け垣、フェ
ンス、板塀など）を設置する場合にも設置費の一部を助
成します。
除却補助対象
次の条件全てに該当するコンクリートブロック造、石

造、れんが造およびその他の塀ならびに門柱の除却費用
です。
¡道路に面しているブロック塀など
¡道路の高さから１ｍ（擁壁上の場合は０.６ｍ）以上の
もの。

¡当市が行ったブロック塀等実態調査において、Ａ判定
以外のもの。

¡除却して再びブロック塀などを築造する場合は、建築
基準法施行令に定める構造基準に適合すること。
補助金額
１g当たり４,０００円を乗じて算定した額。（限度額１５万円）

生け垣等設置補助対象
ブロック塀などの除却跡地にコンクリートブロック造

およびコンクリート造など以外の軽量の塀などを設置す
る場合、次の条件のいずれかに該当するもの。
¡生け垣を設置する場合は１ｍ以上の苗木を用いて５０b
以下の間隔で植栽し、支柱などにより適切に固定でき
るもの。

¡フェンスや板塀などを設置する場合は、塀のみの高さ
が６０b以上のものとし、基礎などを設置するなどして
適切に固定できるもの。
補助金額
¡補助率　設置費用の１／３以内
¡限度額　除却延長に４,０００円を乗じた額または１００,０００

円（最大２５ｍ）のいずれか低い額
申込期間
平成１７年４月２０日dから１２月２０日dまで
募集予定件数 ７６件
問　建築指導課（内線５４１・５４２・５４３）

介護保険料の納付書をお届けします
保険料の仮算定（仮徴収）について
６５歳以上の方の介護保険料は、平成１７年度市民税の課税非
課税区分および合計所得金額に基づき保険料額が決定されま
す。しかし、年度当初は前年中の所得状況が把握できないた
め、仮算定額を納入していただくことになります。
¡納入通知書および口座振替などで納入している方（普通徴収者）
平成１７年度介護保険料仮算定分（第１期～２期）の納付書

を４月中旬に郵送します。また、平成１６年度内に６５歳になら
れた方で、年金天引きに該当する場合は、１０月（第４期）の
年金から天引き開始となります。
¡年金から天引きされている方（特別徴収者）
平成１７年度介護保険料仮徴収額（第１期～３期）は４月・

６月・８月に年金天引きされる額（平成１７年２月の天引き額
と同額）となります。（今回通知書は郵送しません）
※平成１７年度確定賦課分（後半分）の納入通知書および年金
天引き額の通知書については、８月上旬に郵送します。

問　介護保険課（内線５０４・５４８）・各総合支所

　 居住地 旧石巻市 旧河北町 旧雄勝町 旧河南町 旧桃生町 旧北上町 旧牡鹿町 

　 基準額 ２,８００円 ２,４００円 ２,７００円 ２,７００円 ３,０４０円 ２,６００円 ２,４００円 

石巻市の介護保険料（１か月当たりの額） 

◎平成17年度の介護保険料は、居住地により不均一賦課となります。 

段　階 対　　象　　者 保　険　料 

第１段階 
・世帯全員が市民税非課税で、老齢 
　福祉年金を受けている人 
・生活保護を受けている人 

※基準額×０.５ 

第２段階 本人および世帯全員が市民税非課税 ※基準額×０.７５ 

第３段階 
本人が市民税非課税（世帯内に市民 
税課税者がいる場合） 

※基準額 

第４段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 
200万円未満の人 

※基準額×１.２５ 

第５段階 
本人が市民税課税で合計所得金 
額が200万円以上の人 

※基準額×１.５０ 

※基準額（１か月当たり） 

問問
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落
し
）
に
よ
る
納
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。
現
金
を
持
ち
歩
く
こ
と
も
な
く
、

ま
た
、
納
め
忘
れ
も
少
な
い
こ
の
方
法

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み

の
手
続
き
は
、
指
定
金
融
機
関
・
収
納

代
理
金
融
機
関
の
各
金
融
機
関
で
で
き

ま
す
。

※
な
お
、
合
併
前
の
市
町
で
の
口
座
振

替
に
よ
り
納
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ

の
ま
ま
継
続
さ
れ
ま
す
の
で
手
続
き
は

不
要
で
す
。

問
　
出
納
課
（
内
線
３２２
）・
納
税
課
（
内

線
５８８
）
・
各
総
合
支
所

家
計
調
査
に
ご
協
力
を

こ
の
調
査
は
、
国
民
生
活
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。
石

巻
市
内
の
抽
出
世
帯
へ
調
査
員
が
伺
い

ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
調
査
の
結
果
は
、
国
民
生
活
実
態

を
把
握
す
る
も
の
と
し
て
政
府
・
地
方

公
共
団
体
ば
か
り
で
な
く
、
民
間
会

社
、
研
究
所
あ
る
い
は
労
働
組
合
な
ど

で
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
　
県
統
計
課
　
1
０２２
‐
２１１
‐
２
４
５
５

労
働
力
調
査

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
１５
歳
以
上

の
人
た
ち
が
、
仕
事
を
し
て
い
る
か
、

仕
事
を
探
し
て
い
る
か
、
そ
れ
以
外
か

と
い
っ
た
就
業
の
状
態
を
調
べ
る
調
査

で
す
。
調
査
の
結
果
は
、
経
済
対
策
や

雇
用
失
業
対
策
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

調
査
員
が
伺
い
ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
　
県
統
計
課
　
1
０２２
‐
２１１
‐
２
４
５
９

介
護
用
品
の
購
入
を
助
成
し
ま
す

在
宅
の
高
齢
者
を
介
護
さ
れ
て
い
る

ご
家
族
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、「
介
護
用
品
支
給
券
」
を
交
付
し
、

紙
お
む
つ
（
大
人
用
）
な
ど
の
購
入
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
在
宅

で
常
時
失
禁
状
態
に
あ
る
６５
歳
以
上
の

高
齢
者
を
同
一
世
帯
で
介
護
し
て
い
る

家
族
で
、
次
の
要
件
を
み
た
す
方
。

※
平
成
１６
年
度
中
に
券
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
に
は
、
４
月
中
に
申
請
書
を

配
布
し
ま
す
。

申
・
問
　
介
護
保
険
課（
内
線
５０４
・
５４８
）

・
各
総
合
支
所

福
祉
タ
ク
シ
ー
と

自
動
車
燃
料
費
助
成

心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
方
が
通

院
や
社
会
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
タ

ク
シ
ー
や
自
家
用
車
を
利
用
す
る
場

合
、
タ
ク
シ
ー
の
利
用
料
金
や
燃
料
費

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

①
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成（
月
４
枚
）

小
型
タ
ク
シ
ー
の
基
本
料
金
相
当
額

を
助
成
し
ま
す
。
寝
台
車
や
リ
フ
ト
付

き
タ
ク
シ
ー
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

②
自
動
車
燃
料
費
助
成
（
月
１
枚
）

指
定
給
油
所
で
利
用
で
き
る
助
成
券

（
１
枚
２
、０
０
０
円
、
た
だ
し
、
１８

歳
以
上
の
身
体
障
害
者
の
家
族
が
運
転

す
る
場
合
は
１
枚
１
、０
０
０
円
）
を

交
付
し
ま
す
。

※
①
、
②
の
い
ず
れ
か
の
選
択
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
交
付
枚
数
は
申
請
月
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

対
象
者

（
①
、
②
と
も
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。）

¡
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
〜
３
級
」
の

方
（
た
だ
し
、
３
級
の
方
は
肢
体
不
自

由
者
、在
宅
酸
素
療
法
者
に
限
り
ま
す
。）

¡
療
育
手
帳
「
Ａ
」
の
方

¡
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳「
１
級
」

の
方

※
昨
年
と
は
対
象
者
な
ど
に
変
更
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間

４
月
１
日
f
か
ら

持
参
す
る
も
の

¡
身
体
障
害
者
手
帳
、
ま
た
は
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

¡
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
印
か
ん

¡
②
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
自
動
車
の

車
検
証
お
よ
び
運
転
す
る
方
の
免
許
証

申
・
問
　
福
祉
課
（
内
線
３８４
・
４８２
）

・
各
総
合
支
所

問問問

申

問

申

問

区　　　　　分 助　成　内　容 対　　象　　品 

市民税非課税世帯で 
要介護4または5と 
認定された方 

市民税非課税世帯で 
要支援～要介護3と 
認定された方 

月額5,000円分の 
介護用品支給券 

月額2,000円分の 
介護用品支給券 

紙おむつ・尿取りパ 
ット・使い捨て手袋 
・ドライシャンプー 
・清拭剤 

紙おむつ・尿取りパ 
ット 

『木造住宅耐震診断』助成事業
この事業は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、

建築してから一定の期間を過ぎた木造住宅の「耐震診断」を
行うもので、市が耐震診断を希望する方に、県知事が養成し
た「みやぎ木造住宅耐震診断士」を派遣し、市民の皆様の耐
震対策を支援するものです。
なお、今年度から前年度実施した「木造住宅耐震診断士派

遣事業」および「木造住宅耐震改修計画等助成事業」の２段
階診断を１本化いたしましたので、よりスムーズな耐震改修
計画案が作成できます。
対象建築物　
次の条件を全て満たすものとします。
なお、先に実施した石巻市木造住宅耐震診断士派遣事業に

おいて、耐震診断の総合評点が１.０未満の住宅の方も対象
となります。
建　　物
在来軸組構法による木造の個人住宅（一部店舗等併用住宅、

二世帯住宅は含みますが、構造が丸太組構法およびプレファ
ブ構法の住宅や用途がアパート、長屋は対象外となります）
規　　模 ３階建て以下
建築時期 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの
費用負担 （例）延べ面積２００g以下で既存建築物の図面が有る

場合８,０００円
※延べ面積により負担額が異なります。また、既存建築物の

図面が無い場合別途２１,０００円を加算するものとする。
調査日 診断士と調整し、文書により通知します。
申込期間 平成１７年４月２０日dから８月３１日dまで
木造住宅耐震診断助成事業予定募集戸数 ９９戸

『木造住宅耐震改修工事』助成事業
この事業は、石巻市木造住宅耐震改修計画等助成事業に基

づき、耐震改修工事などを希望する方に補助金を交付し、市
民の皆さんの耐震対策を支援するものです。
対象建築物
先に実施した改修計画等助成事業による耐震精密診断およ

び木造住宅耐震診断助成事業の総合評点が１.０未満の住宅
で、耐震工事施工後の総合評点が１.０以上となる住宅また
は総合評点が０.７未満の住宅で、みやぎ版住宅に建て替え
工事を実施する住宅。
※対象建築物であることが確認できる書類（耐震精密診断結
果報告書、耐震改修計画書）および印かんを申し込みの際ご
持参ください。
補助金の額
耐震化工事に要する費用の９分の４以内（限度額４０万円）
申込期間
４月２０日dから平成１８年１月２０日fまで
予定募集戸数 ４６戸
問　建築指導課（内線５４１・５４２・５４３）問


